
広告入り窓口用封筒提供者募集要領
　この要領は、窓口用封筒の無償提供者を募集するにあたり、広告入り窓口用封筒提供に関する取扱基準に定めるもののほか、必要な事項を定めるものです。

１　無償提供物
広告入り窓口用封筒
刈谷市役所市民課（支所・出張所３か所含む）及び税務課において、各種証明書交付の際に使用する窓口用封筒。
２　広告掲載規格
　広告入り窓口用封筒提供に関する取扱基準第３条による。
３　使用予定枚数（令和８年度から令和１０年度まで）
　【角２封筒】　３５，０００枚／年　計１０５，０００枚／３年
【角６封筒】　３１，０００枚／年　計９３，０００枚／３年
４　配布場所
刈谷市役所　市民課（支所・出張所３か所を含む）及び税務課その他市の指定する場所。
５　使用期間
令和８年４月１日から次回更新時まで　
３年更新

６　募集期間
令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月１２日（水）まで
７　提出書類
（１）広告入り窓口用封筒提供申込書（様式１）
（２）法人登記に係る現在事項全部証明書　※発行３か月以内のもの
(個人事業者の場合は住民票の写し) 
（３）納税証明書（法人の場合）

①
納税証明書（国税）　…税務署が発行する「法人税」、「消費税及び地方消費税」の納税証明書（その３の３ 未納のないことの証明）

②納税証明書（愛知県税）…愛知県の県税事務所が発行する「法人県民税」、「法人事業税・ 特別法人事業税・地方法人特別税 」及び「自動車税種別割」の納税証明書（未納の税額のないこと用）

③納税証明書（刈谷市税）　…本市納税課が発行する完納証明書

※②及び③は該当がない場合は、愛知県税・刈谷市税の納税義務がないことの申出書（様式２）
（４）納税証明書等（個人の場合）

登記されていないことの証明書、納税証明書（国税、愛知県税、刈谷市税）
※県税及び市税の課税がない場合は、愛知県税・刈谷市税の納税義務がないことの申出書（様式２）
（５）会社概要（パンフレットなど。個人事業者の場合は、事業主の身分証明書）
８　提出方法
刈谷市役所市民課市民係に持参または郵送（募集期間内必着）で、必要書類を提出してください。ファックスやＥメールによる提出は受け付けません。
受付時間は、土・日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。
９　選定基準
最低基準額以上で広告掲載料が最も高い者を提供決定者とし、協定書を締結します。広告掲載料が同額であったときは、代理抽選とします。提供決定者に対し、広告入り窓口用封筒提供決定通知書（様式３）により通知します。
１０　問い合せ先
刈谷市役所　市民課市民係　 電話（０５６６）６２－１００９
１１　注意事項
（１）刈谷市広告掲載要綱、広告入り窓口用封筒提供に関する取扱基準の内容に適合しないものは認められません。
（２）虚偽の内容が記載されているものは失格とします。
（３）提出に要する費用は、応募者負担とします。
（４）提出された書類は、返却しません。
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